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取締役株式保有ガイドライン制定のお知らせ 

 

 

当社は、２０２５年５月９日開催の取締役会にて、取締役が当社株式（以下「自社株式」という。）を保有

することにより、当社の企業価値の持続的な向上と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的

として、取締役株式保有ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）を制定しましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本ガイドラインの適用範囲 

当社の業務執行取締役に適用いたします。 

 

 

２． 本ガイドラインの概要 

当社は、業務執行取締役に対し、当該役位就任後５年以内に、以下に定める保有目標金額に相当

する自社株式を保有することを推奨いたします。 

 

役位 保有目標金額 

代表取締役 基本報酬（年額）の２.0 倍 

その他の業務執行取締役 基本報酬（年額）の 1.5 倍 

 

 

 

 

以上 

 

 


